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【部門区分】第７部門第３区分
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月18日(2016.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータを復号するための方法であって、
　ビットストリーム中で、ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数
の有意性シンタックス要素を受信することと、
　複数のコンテキストパターンからコンテキストパターンを選択することと、ここにおい
て、前記選択されたコンテキストパターンは前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タ
イプのためのコンテキストを識別する、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てること
と、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記複数の有
意性シンタックス要素を復号することと
を備える、方法。
【請求項２】
　ビデオデータを符号化するための方法であって、
　ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数の有意性シンタックス要
素を生成することと、
　複数のコンテキストパターンからコンテキストパターンを選択することと、ここにおい
て、前記選択されたコンテキストパターンが前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タ
イプのためのコンテキストを識別する、選択することと、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てること
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と、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記複数の有
意性シンタックス要素を符号化することと、
　前記符号化された複数の有意性シンタックス要素を出力することと
を備える、方法。
【請求項３】
　前記コンテキストパターンを選択することが、水平走査、垂直走査、および対角走査の
走査タイプのために前記コンテキストパターンを選択することを備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記コンテキストパターンを選択することが、走査順序における第１の有意性シンタッ
クス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における第２および第３の
有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し、および前記走査順序にお
ける残りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキストを定義する、前記コンテ
キストパターンを選択することを備える、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテキストパターンを選択することが、走査順序における第１の有意性シンタッ
クス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における残りの有意性シン
タックス要素のために第２のコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択す
ることを備える、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテキストパターンを選択することが、前記複数の有意性シンタックス要素のす
べてのために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択することを備
える、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記現在のサブブロックが４×４サブブロックを備え、および前記ブロックが８×８ブ
ロックを備える、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンテキストパターンを選択することが、１次元コンテキストパターンとしてそれ
ぞれ記憶された複数のコンテキストパターンから前記コンテキストパターンを選択するこ
とを備える、請求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、そして、ここにおいて、前記２次元コンテキストパターンが、水平方向または
垂直方向に走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備
える、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、および、ここにおいて、前記２次元コンテキストパターンが、対角方向、水平
方向、および垂直方向に走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコン
テキストを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが第１の２次元コンテキストパターンか
ら事前計算され、および、ここにおいて、前記第１の２次元コンテキストパターンが、水
平方向に走査された場合に、第２の２次元コンテキストパターンが垂直方向に走査された
ときと同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、請求項８に記載
の方法。
【請求項１２】
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　ビデオデータを復号するためのデバイスであって、
　ビットストリーム中で、ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数
の有意性シンタックス要素を受信するための手段と、
　複数のコンテキストパターンからコンテキストパターンを選択するための手段と、ここ
において、前記選択されたコンテキストパターンが前記現在のサブブロックの２つ以上の
走査タイプのためのコンテキストを識別する、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てるため
の手段と、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記複数の有
意性シンタックス要素を復号するための手段と
を備える、デバイス。
【請求項１３】
　ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、
　ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数の有意性シンタックス要
素を生成するための手段と、
　複数のコンテキストパターンからコンテキストパターンを選択するための手段と、ここ
において、前記選択されたコンテキストパターンが前記現在のサブブロックの２つ以上の
走査タイプのためのコンテキストを識別する、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てるため
の手段と、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記複数の有
意性シンタックス要素を符号化するための手段と、
　前記符号化された複数の有意性シンタックス要素を出力するための手段と
を備える、デバイス。
【請求項１４】
　請求項３～１１のいずれか一項に記載の方法を遂行するための手段を備える、請求項１
２または請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　実行されたとき、デバイスの１つまたは複数のプロセッサに、請求項１～１１のいずれ
か一項に記載の方法を遂行させる命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７４】
　[0189]様々な例が説明された。これらおよび他の例は以下の特許請求の範囲内に入る。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　ビデオデータを復号するための方法であって、
　ビットストリーム中で、ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の有意
性シンタックス要素を受信することと、
　コンテキストパターンを選択することと、ここにおいて、前記コンテキストパターンは
前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タイプのためのコンテキストを識別する、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てることと、
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　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記有意性シ
ンタックス要素を復号することと
を備える、方法。
　［Ｃ２］
　前記コンテキストパターンを選択することが、水平走査、垂直走査、および対角走査の
走査タイプのために前記コンテキストパターンを選択することを備える、Ｃ１に記載の方
法。
　［Ｃ３］
　前記コンテキストパターンを選択することが、走査順序における第１の有意性シンタッ
クス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における第２および第３の
有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し、および前記走査順序にお
ける残りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキストを定義する、前記コンテ
キストパターンを選択することを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記コンテキストパターンを選択することが、走査順序における第１の有意性シンタッ
クス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における残りの有意性シン
タックス要素のために第２のコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択す
ることを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ５］
　前記コンテキストパターンを選択することが、前記有意性シンタックス要素のすべての
ために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択することを備える、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記現在のサブブロックが４×４サブブロックを備え、および前記ブロックが８×８ブ
ロックを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記コンテキストパターンを選択することが、１次元コンテキストパターンとしてそれ
ぞれ記憶された複数のコンテキストパターンから前記コンテキストパターンを選択するこ
とを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、そして、ここにおいて、前記２次元コンテキストパターンが、水平方向または
垂直方向に走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備
える、
　Ｃ７に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、および、ここにおいて、前記２次元コンテキストパターンが、対角方向、水平
方向、および垂直方向に走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコン
テキストを備える、Ｃ７に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが第１の２次元コンテキストパターンか
ら事前計算され、および、ここにおいて、前記第１の２次元コンテキストパターンが、水
平方向に走査された場合に、第２の２次元コンテキストパターンが垂直方向に走査された
ときと同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ７に記載の方
法。
　［Ｃ１１］
　ビデオデータを復号するためのデバイスであって、前記デバイスが、
　ビットストリーム中で、ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数
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の有意性シンタックス要素を受信することと、
　コンテキストパターンを選択することと、ここにおいて、前記コンテキストパターンが
前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タイプのためのコンテキストを識別する、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てることと、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記有意性シ
ンタックス要素を復号することと
を行うように構成されたビデオデコーダを備える、デバイス。
　［Ｃ１２］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオデコーダが、水平走査、垂直
走査、および対角走査の走査タイプのために前記コンテキストパターンを選択するように
構成された、Ｃ１１に記載のデバイス。
　［Ｃ１３］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオデコーダが、走査順序におけ
る第１の有意性シンタックス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序に
おける第２および第３の有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し、
および、前記走査順序における残りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキス
トを定義する前記コンテキストパターンを選択するように構成された、Ｃ１１に記載のデ
バイス。
　［Ｃ１４］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオデコーダが、走査順序におけ
る第１の有意性シンタックス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序に
おける残りの有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義する前記コンテ
キストパターンを選択するように構成された、Ｃ１１に記載のデバイス。
　［Ｃ１５］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオデコーダが、前記有意性シン
タックス要素のすべてのために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを
選択するように構成された、Ｃ１１に記載のデバイス。
　［Ｃ１６］
　前記現在のサブブロックが４×４サブブロックを備え、前記ブロックが８×８ブロック
を備える、Ｃ１１に記載のデバイス。
　［Ｃ１７］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオデコーダが、１次元コンテキ
ストパターンとしてそれぞれ記憶された複数のコンテキストパターンから前記コンテキス
トパターンを選択するように構成された、Ｃ１１に記載のデバイス。
　［Ｃ１８］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、そして、前記２次元コンテキストパターンが、水平方向または垂直方向に走査
された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ１７に
記載のデバイス。
　［Ｃ１９］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、そして、前記２次元コンテキストパターンが、対角方向、水平方向、および垂
直方向に走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備え
る、Ｃ１７に記載のデバイス。
　［Ｃ２０］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが第１の２次元コンテキストパターンか
ら事前計算され、そして前記第１の２次元コンテキストパターンが、水平方向に走査され
た場合に、第２の２次元コンテキストパターンが垂直方向に走査されたときと同じ１次元
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コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ１７に記載のデバイス。
　［Ｃ２１］
　前記デバイスが、
　集積回路と、
　マイクロプロセッサと、
　前記ビデオデコーダを含むワイヤレス通信デバイスと
のうちの１つを備える、Ｃ１１に記載のデバイス。
　［Ｃ２２］
　実行されたとき、ビデオデータを復号するためのデバイスの１つまたは複数のプロセッ
サに、
　　ビットストリーム中で、ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の有
複数の意性シンタックス要素を受信することと、
　　コンテキストパターンを選択することと、ここにおいて、前記コンテキストパターン
が前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タイプのための複数のコンテキストを識別す
る、
　　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための
前記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てるこ
とと、
　　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられ
たコンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記複数の
有意性シンタックス要素を復号することと、
　を行わせる命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体。
　［Ｃ２３］
　前記１つまたは複数のプロセッサに、前記コンテキストパターンを選択させる前記命令
が、前記１つまたは複数のプロセッサに、走査順序における第１の有意性シンタックス要
素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における第２および第３の有意性
シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し、そして前記走査順序における残
りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキストを定義する前記コンテキストパ
ターンを選択させる、命令を備えるＣ２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［Ｃ２４］
　前記１つまたは複数のプロセッサに、前記コンテキストパターンを選択させる前記命令
が、前記１つまたは複数のプロセッサに、走査順序における第１の有意性シンタックス要
素のために第１のコンテキストを定義し、そして前記走査順序における残りの有意性シン
タックス要素のために第２のコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択さ
せる命令を備える、Ｃ２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［Ｃ２５］
　前記１つまたは複数のプロセッサに、前記コンテキストパターンを選択させる前記命令
が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記複数の有意性シンタックス要素のすべての
ために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択させる命令を備える
、Ｃ２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［Ｃ２６］
　ビデオデータを符号化するための方法であって、
　ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数の有意性シンタックス要
素を生成することと、
　コンテキストパターンを選択することであって、ここにおいて、前記コンテキストパタ
ーンが前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タイプのためのコンテキストを識別する
、選択することと、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てること
と、



(7) JP 2015-513291 A5 2016.5.19

　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記変換係数の前記有意性シンタッ
クス要素を符号化することと、
　前記符号化された複数の有意性シンタックス要素を出力することと
を備える、方法。
　［Ｃ２７］
　前記コンテキストパターンを選択することが、水平走査、垂直走査、および対角走査の
走査タイプのために前記コンテキストパターンを選択することを備える、Ｃ２６に記載の
方法。
　［Ｃ２８］
　前記コンテキストパターンを選択することが、走査順序における第１の有意性シンタッ
クス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における第２および第３の
有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し、および前記走査順序にお
ける残りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキストを定義する前記コンテキ
ストパターンを選択することを備える、Ｃ２６に記載の方法。
　［Ｃ２９］
　前記コンテキストパターンを選択することが、走査順序における第１の有意性シンタッ
クス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における残りの有意性シン
タックス要素のために第２のコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択す
ることを備える、Ｃ２６に記載の方法。
　［Ｃ３０］
　前記コンテキストパターンを選択することが、前記複数の有意性シンタックス要素のす
べてのために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択することを備
える、Ｃ２６に記載の方法。
　［Ｃ３１］
　前記現在のサブブロックが４×４サブブロックを備え、前記ブロックが８×８ブロック
を備える、Ｃ２６に記載の方法。
　［Ｃ３２］
　前記コンテキストパターンを選択することが、１次元コンテキストパターンとしてそれ
ぞれ記憶された複数のコンテキストパターンから前記コンテキストパターンを選択するこ
とを備える、Ｃ２６に記載の方法。
　［Ｃ３３］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、前記２次元コンテキストパターンが、水平方向または垂直方向に走査された場
合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ３２に記載の方
法。
　［Ｃ３４］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、前記２次元コンテキストパターンが、対角方向、水平方向、および垂直方向に
走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ３
２に記載の方法。
　［Ｃ３５］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが第１の２次元コンテキストパターンか
ら事前計算され、前記第１の２次元コンテキストパターンが、水平方向に走査された場合
に、第２の２次元コンテキストパターンが垂直方向に走査されたときと同じ１次元コンテ
キストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ３２に記載の方法。
　［Ｃ３６］
　ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、前記デバイスが、
　ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数の有意性シンタックス要
素を生成することと、
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　コンテキストパターンを選択することと、ここにおいて、前記コンテキストパターンが
前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タイプのためのコンテキストを識別する、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てること
と、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記複数の変換係数の前記複数の有
意性シンタックス要素を符号化することと、
　前記符号化された複数の有意性シンタックス要素を出力することと
を行うように構成されたビデオエンコーダを備える、デバイス。
　［Ｃ３７］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオエンコーダが、水平走査、垂
直走査、および対角走査の走査タイプのために前記コンテキストパターンを選択するよう
に構成された、Ｃ３６に記載のデバイス。
　［Ｃ３８］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオエンコーダが、走査順序にお
ける第１の有意性シンタックス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序
における第２および第３の有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し
、そして前記走査順序における残りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキス
トを定義する前記コンテキストパターンを選択するように構成された、Ｃ３６に記載のデ
バイス。
　［Ｃ３９］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオエンコーダが、走査順序にお
ける第１の有意性シンタックス要素のために第１のコンテキストを定義し、そして前記走
査順序における残りの有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義する前
記コンテキストパターンを選択するように構成された、Ｃ３６に記載のデバイス。
　［Ｃ４０］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオエンコーダが、前記複数の有
意性シンタックス要素のすべてのために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパ
ターンを選択するように構成された、Ｃ３６に記載のデバイス。
　［Ｃ４１］
　前記現在のサブブロックが４×４サブブロックを備え、前記ブロックが８×８ブロック
を備える、Ｃ３６に記載のデバイス。
　［Ｃ４２］
　前記コンテキストパターンを選択するために、前記ビデオエンコーダが、１次元コンテ
キストパターンとしてそれぞれ記憶された複数のコンテキストパターンから前記コンテキ
ストパターンを選択するように構成された、Ｃ３６に記載のデバイス。
　［Ｃ４３］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、前記２次元コンテキストパターンが、水平方向または垂直方向に走査された場
合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ４２に記載のデ
バイス。
　［Ｃ４４］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが２次元コンテキストパターンから事前
計算され、前記２次元コンテキストパターンが、対角方向、水平方向、および垂直方向に
走査された場合に同じ１次元コンテキストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ４
２に記載のデバイス。
　［Ｃ４５］
　前記複数のコンテキストパターンのうちの１つが第１の２次元コンテキストパターンか
ら事前計算され、前記第１の２次元コンテキストパターンが、水平方向に走査された場合
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に、第２の２次元コンテキストパターンが垂直方向に走査されたときと同じ１次元コンテ
キストパターンを生じるコンテキストを備える、Ｃ４２に記載のデバイス。
　［Ｃ４６］
　ビデオデータを符号化するためのデバイスであって、
　ブロックの現在のサブブロックのための複数の変換係数の複数の有意性シンタックス要
素を生成するための手段と、
　コンテキストパターンを選択するための手段と、ここにおいて、前記コンテキストパタ
ーンが前記現在のサブブロックの２つ以上の走査タイプのためのコンテキストを識別する
、
　前記選択されたコンテキストパターンに基づいて、前記現在のサブブロックのための前
記複数の変換係数の前記複数の有意性シンタックス要素にコンテキストを割り当てるため
の手段と、
　コンテキスト適応型バイナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）が、前記割り当てられた
コンテキストに基づいて、前記現在のサブブロックの前記変換係数の前記有意性シンタッ
クス要素を符号化するための手段と、
　前記符号化された有意性シンタックス要素を出力するための手段と
を備える、デバイス。
　［Ｃ４７］
　前記コンテキストパターンを選択するための前記手段が、走査順序における第１の有意
性シンタックス要素のために第１のコンテキストを定義し、前記走査順序における第２お
よび第３の有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義し、そして前記走
査順序における残りの有意性シンタックス要素のために第３のコンテキストを定義する前
記コンテキストパターンを選択するための手段を備える、Ｃ４６に記載のデバイス。
　［Ｃ４８］
　前記コンテキストパターンを選択するための前記手段が、走査順序における第１の有意
性シンタックス要素のために第１のコンテキストを定義し、そして前記走査順序における
残りの有意性シンタックス要素のために第２のコンテキストを定義する前記コンテキスト
パターンを選択するための手段を備える、Ｃ４６に記載のデバイス。
　［Ｃ４９］
　前記コンテキストパターンを選択するための前記手段が、前記有意性シンタックス要素
のすべてのために同じコンテキストを定義する前記コンテキストパターンを選択するため
の手段を備える、Ｃ４６に記載のデバイス。
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